
高齢者福祉
問 �地域包括ケア推進課（第二庁舎1階） TEL 224-7935
問 �高齢者活༂支援課（第二庁舎1階）　 TEL 224-5029

家଒介護支援事業
在宅福祉介護料
　在宅による介護者の労をねぎらい支援するため、介護者へ
支給します。

日常生活支援事業
緊急通報システム
　一人暮らしの高齢者などの万一の場合に対応するため、緊
急通報装置を設置します。

高ྸ者福祉サービス
問 �地域包括ケア推進課（第二庁舎1階）�

TEL 224-8929

対象者 65歳以上で6カ月以上寝たきりの人、認知症の人また
は重度障害者

利用料 1回1,500円（年6回以内）

利用方法
寝たきりの人、認知症の人は地域包ׅケア推進課を通
じて、重度障害者は障害福祉課を通じて申請された理
美容券をお送りしますので、理美容組合加盟店などへ
直接お申し込みください。

助成
金額

初期費用（加入金・登録手数料・機器購
入費など）

10分の10以内
（上限8,000円）

月額利用料（基本料金、検索料金） 10分の10以内
（上限1カ月700円）

対象者
基準日（7月1日または1月1日）現在、市内に引き続き1
年以上居住し、要介護3・4・5の状況にあると認められ
る65歳以上の高齢者を前1年間のうち通算6カ月（180
日）以上在宅で介護している介護者

支給額
第1種 要介護4・5 年額35,000円
第2種 要介護3 年額25,000円

支給時期 当該年度の9月または3月

はいかい高齢者家族支援サービス助成事業
　はいかい行動のある高齢者を在宅で介護しているご家族
が、民間事業者が提供する位置情報検索サービスを利用する
のに必要な費用を助成します。

介護者教室
　地域包ׅ支援センター・在宅介護支援センターが、在宅で
介護している人を対象とした介護者教室を開催します。
　詳しくは、地域包ׅ支援センター、在宅介護支援センター
（107ページ）へお問い合わせください。
要介護被保険者等住宅੔備
　介護が必要な高齢者のために居宅のվ修を行う場合の費
用を助成します。介護保険課（第二庁舎1階、TEL 224-7871）
が窓口です。

高齢者福祉・介護

訪問理美容サービス
　在宅の寝たきりの人などに、理容師または美容師がお࢕い
して理美容のサービスを行います。

利用者
負担額

固定電話型回線 月額300円
携帯電話型回線 月額600円
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ながのシニアライフアカデミー
　市内在住のおおむね60歳以上の人を対象に地域社会にお
いて活躍できる人材を育成するための講座を開設します。

高ྸ者福祉施設

介護に関する相談窓口
地域包括支援センター
　介護や医療、福祉などに関する高齢の皆さんの相談窓口で
す。社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーなどの専門職が
高齢の皆さんや家族、地域からのさまざまな相談に応じ、関
係機関と協力しながら皆さんを支援します。
在宅介護支援センター
　地域の身近な相談窓口として介護や介護予防の相談に応
じるとともに、必要な保健福祉サービスなどを利用するため
の支援を行います。

生きがい・健康ͮくり
問 �高齢者活༂支援課（第二庁舎1階）�

TEL 224-5029

高ྸ者・障害者の権利擁護

成年後見制度に関する総合相談窓口
　認知症や知的障害、精神障害などにより判断が不十分な方
を後見人などが支援する成年後見制度の活用について相談
に応じます。

問 �長野市成年後見支援センター�
（長野市ふれあい福祉センター内）�
TEL 225-0153

養護老人ホーム
　おおむね65歳以上で、経済的理由および環境上の理由に
より居宅において日常生活を営むことが困難な人が入所す
る施設です。地域包ׅケア推進課または福祉政策課篠ノ井分
室へご相談ください。
軽අ老人ホーム
　60歳以上で、家庭環境・住宅事情等の理由により居宅での
生活が困難な人が利用することができます。食事の提供その
ほか日常生活の世話を提供します。直接施設へお申し込みく
ださい。
有料老人ホーム
　民間の高齢者向け入居施設です。食事の提供、入ཋ・ഉせつ
または食事の介護、洗濯・掃除などの家事、健康管理のうち、
いずれかの便宜を提供します。入居条件などは、直接施設へ
ご相談ください。

ϦϯΫ P107ࢪઃΨΠυҰཡʮ஍Ҭแׅࢧԉη
ϯλʔɾࡏ୐հࢧޢԉηϯλʔʯ

サービス付き高齢者޲け住宅
　60歳以上の人または要介護・要支援認定を受けている60
歳未満の人向けの賃貸住宅または有料老人ホームで、安否確
認・生活相談サービスなどを提供します。バリアフリーなど
の一定の基準があります。それ以外のサービス（食事・介護な
ど）については各住宅へご相談ください。
高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）
　高齢者向けに配慮され、福祉サービスの案内や緊急時の対
応を行う生活援助員が配置された賃貸住宅です。市営住宅今
井団地の一部で実施しています。
　長野県住宅供給公社（ TEL 227-2322）へお申し込みくだ
さい。
高齢者生活福祉センター・高齢者共同生活支援施設
　地域において、一人暮らしなどで見守りがなければ自宅で
日常生活を送ることが困難な人が利用する施設です。住居の
提供と、各種相談・助言を行い、緊急時の対応を行います。施
設の利用料のほか、光熱水費などの支払いが必要になりま
す。高齢者活躍支援課へお申し込みください。

期間 1年間、年10日程度
内容 地域社会活動や健康の分野を中心とした講座
会場 ふれあい福祉センター、長野市生֔学習センターほか
定員 40名
受講料 1講義：250円（実習費などは別途）
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ϦϯΫ P107ࢪઃΨΠυҰཡʮ͔͕΍͖ͻΖ͹
ʢ࿝ਓ෱ࢱηϯλʔʣなͲʯ

ϦϯΫ P107ࢪઃΨΠυҰཡʮ͔͕΍͖ͻΖ͹
ʢ;Ε͍͋ަྲྀͻΖ͹ʣʯ

かがやきひろば（老人福祉センター）
　高齢者の各種相談に応じるとともに、教養の向上、レクリ
エーションのための便宜を総合的に提供することや、地域に
おける福祉活動の拠点として市内11カ所でご利用いただけ
ます。
対象者 市内在住の60歳以上の人および地域福祉活動を行う人
受講料 1回100円

ϦϯΫ P107ࢪઃΨΠυҰཡʮ͍͍͜のՈ
ʢ࿝ਓܜのՈʣʯ

いこいの家（老人憩の家）
　教養の向上、レクリエーションの場として市内9カ所でご
利用いただけます。また、有料でマッサージなども受けられ
ます。ご利用の際は「長野市老人憩の家利用券」の提示が必要
となりますので、あらかじめ高齢者活躍支援課または各支所
へお申し込みください。

対象者 市内在住の60歳以上の人および身体・精神障害者手帳な
どをお持ちの人とその付添人

利用料 250円（静養室利用の場合や60歳未満の付き添いの人な
どは別途）

おでかけパスポート
　生きがいづくりや社会活動に参加していただくため、おで
かけパスポートを交付しています。一般路線バス（アルピコ
交通・長電バス・ぐるりん号）や長野市市営バスなどに乗車す
るとき、おでかけパスポート（IC機能付き）を利用すると対象
区間を通常の運賃より安価で乗車できます。また、おでかけ
パスポートには、Suica機能が備わっています。
・Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

敬老事業
敬老お祝い状
　88歳の人へメッセージカード、100歳および市内最高齢
の人へお祝い状を贈呈します。
高齢者記念品
　市内最高齢の人へ記念品を贈呈します。
高齢者訪問
　100歳になる人のお宅へ市長などが訪問します。
高齢者無料写真撮影
　長野市営業写真館協会の協力で77歳および100歳の人を
対象に無料写真撮影を行います。

対象者 市内に住所を有する70歳以上の人
申し込み方法 高齢者活躍支援課または各支所へお申し込みください。

かがやきひろば（ふれあい交流ひろば）
　老人福祉センターの機能を有する比較的小規模な施設と
して山間地などに設置し世代間交流事業や教養・趣味などの
講座を行うなど、地域のふれあいの場として市内6カ所でご
利用いただけます。
対象者 市内在住の60歳以上の人および地域福祉活動を行う人
受講料 1回100円

シニアアクティブルーム

　中心市街地における、老人福祉センターなどの機能を持つ
高齢者の活動拠点として、健康の増進、教養の向上およびレ
クリエーションなどを目的とする生きがいづくり講座など
を実施しています。

問 �もんぜんぷら座3階 TEL 223-0058

対象者 市内在住の60歳以上の人および地域福祉活動を行う人
参加料 1回100円
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健康・医療
予防接छ

問 �長野市保健所健康課（若里六丁目） �
TEL 226-9964

一部公අ負担にて下記の予防接種が受けられます。
ᶃインフルエンザ
　65歳以上の人を対象に、ワクチン接種（1回）を行います。
10月上旬から12月下旬までの実施を予定しており、詳細に
ついては9月下旬ࠒに地区回覧でご案内します。
ᶄ新ܕコロナウイルスײછ症
65歳以上の人を対象に、ワクチン接種（1回）を行います。10

月上旬から3月下旬までの実施を予定しており、詳細については
9月下旬ࠒにインフルエンザと併せて地区回覧でご案内します。
ᶅ高齢者肺炎球ە
定期接種の対象者は接種日時点で満65歳の方で、過去にഏ

炎球ەワクチンを接種したことがない人です。対象者には、
65歳の誕生日の翌月に案内通知・予診票をお送りします。
ᶆ帯状᙮਄（ほうしん）
定期接種の対象者は、該当年度に65・70・75・80・85・90・

95・100歳（100歳以上の方は令和7年度のみ対象）になる人
です。各年度の対象者には、案内通知・予診票をお送りします。
�˞ ᶃᶄᶅʹ͍ͭͯ͸ɺࡀ��Ҏ্ࡀ��ະຬのਓͰɺ৺ଁɺਛଁɺ΋し͘

　後期高齢者医療制度の保険者は、長野県後期高齢者医療広
域連合です。保険料率・保険料の決定、医療を受けたときの給

概要

後ظ高ྸ者医療制度
問 �国保・高齢者医療課（第一庁舎2階）�

TEL 224-8767
問 長野県後期高齢者医療広域連合（大字中御所岡田町）

TEL 229-5320

高ྸ受給者について

　70～74歳の人は、70歳の誕生月の翌月1日から（1日生ま
れの人は誕生月から）高齢受給者となり、医療費の自己負担
割合が2割になります。また、一定以上の所得者は3割負担で
す。70歳の誕生月の下旬に自己負担割合をお知らせします。

問 �国保・高齢者医療課（第一庁舎2階）�
TEL 224-7225

͸ثٵݺのػೳ·ͨ͸ώτ໔Ӹෆશ΢ΠϧεʹΑΔ໔Ӹのػೳ
ʹো֐Λ༗しɺ਎ମোऀ֐खாڃ�Λॴ࣋し͍ͯΔਓ΋ର৅Ͱ͢ɻ
˞�ᶆʹ͍ͭͯ͸ɺࡀ��Ҏ্ࡀ��ະຬのਓͰɺώτ໔Ӹෆશ΢
ΠϧεʹΑΔ໔Ӹのػೳʹো֐Λ༗しɺ਎ମোऀ֐खா�
Λॴ࣋し͍ͯΔਓ΋ର৅Ͱ͢ɻڃ
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高額療養費制度
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計額が自己負

担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分の額
を支給されます。申請は初回のみで2回目以降は自動的に支給
されますので、申請書が届いたら必ず申請してください。

お医者さんにかかるとき
　医療機関や薬局の窓口では、「マイナ保険証」または「後期
高齢者医療資格確認書」を提示してください。なお、医療機関
の窓口で支払う一部負担金の割合は、68ページ「一部負担金
の割合について」をご覧ください。

　保険料は原則として年金から差し引き（特別徴収）します。
ただし、年金からの差し引きができない方と、後期高齢者医
療制度へ加入後1年程度の方は、現金納付、口座振替など（普
通徴収）の方法により納めていただきます。

保険料の納め方

1人当たり
の保険料 ʹ 等割額ۉ

44,365円 ʴ
所得割額

ʨ前年中の総所得金額等－
基礎控除額（43万円）ʩʷ

所得割率9.45％

˞�্ ʹ౳ֹׂ͸ྩ࿨�ɾ�೥౓の΋のͰ͢ɻ�೥͓͖ۉのॴಘׂ཰ɺه
վఆ͞Ε·͢ɻ

保険料

　満75歳以上の人、満65歳以上で心身に一定以上の障害が
ある人（身体障害者手帳交付者で1～3級および4級の一部、
療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級、公的障害年金受
給者で1・2級、そのほかこれに準ずる障害の人）

対象者

　後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を負担し
ていただきます。これまで、国民健康保険や会社の健康保険
だった被保険者をはじめ、会社員の子どもの社会保険の被扶
養者だった人も、保険料を納めます。
　保険料額は被保険者全員がۉ等に負担する「ۉ等割額」と、
被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額にな
ります。1人当たりの保険料は下図の式により算出されます。
ただし、所得が低い人は所得に応じて「ۉ等割額」が軽減され
ます。

付などは、広域連合が行います。
　長野市は、保険料の収納、申請や届け出の受け付け、資格確
認書の交付などの窓口業務を担当します。

健診
　後期高齢者健診は、長野市国保特定健診に併せて実施しま
す。77ページ「特定健診など」をご覧ください。被保険者宛て
に長野市から受診券を郵送します。
　なお、後期高齢者歯科健診については、長野県後期高齢者
医療広域連合から、対象の人へ案内状を郵送します。

そのほかの支給
　次の場合、所定の申請により医療費が支給されます。該当
する人はお問い合わせください。
◦�医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具の代
金を全額負担した。

◦医師の同意を得て、はり、きΎう、マッサージなどの施ज़を受けた。
◦�緊急時など、やむを得ない事情で医療機関などに保険証を
提示できずに治療を受け、医療費の全額を自己負担した。

◦�ւ外渡航中に病気やけがをして治療を受けた。

高額介護合ࢉ療養費制度
後期高齢者医療および介護保険の自己負担額の合計が高

額になり、限度額（一般の場合年額56万円）を超えた場合に
申請により支給されます。

葬祭費
　被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に対して5
万円が支給されます。申請期間は、葬祭執行日の翌日から2年
間です。

限度額適用・標準負担額減額認定
入院または高額な外来診療を受ける際に「限度区分が記載さ

れた資格確認書」を提示することにより、窓口での支払いが高額
療養費制度の自己負担限度額までになります。
必要な人は申請してください。

　なお、マイナ保険証で受診されている方は、別に申請いた
だく必要はありません。

ながの百景

りんご畑と北アルプス 光林寺の桜
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